
令和２年 12 月 23 日 

 

派遣元事業主  殿 

 

熊本労働局職業安定部 

職業安定課需給調整事業室長 

 

 

 

令和３年１月１日及び令和３年４月１日から施行・適用される改正労働者 

派遣法施行規則・指針の概要について 

 

日頃から労働者派遣事業の適正な運営について、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

 さて、本年 7 月 14 日に開催されました第 303 回労働政策審議会職業安定分科会労

働力需給制度部会における審議を経て、公表されました「労働者派遣制度に関する

議論の中間整理」を踏まえ、今般、①「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に

基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する

省令の一部を改正する省令」（令和２年厚生労働省令第 170 号。以下「１月施行省令」

という。）、②「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令」（令和２年厚生労働省令第 171 号。以下「４

月施行省令」という。）、③「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針等の一部を改

正する告示」（令和２年厚生労働省告示第 346 号。以下「１月適用告示」という。）及び

④「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」（令和２年厚

生労働省告示第 347 号。以下「４月適用告示」という。）が公布・告示されました。 

①１月施行省令及び③１月適用告示につきましては令和３年１月１日から、②４月施

行省令及び④４月適用告示につきましては、令和３年４月１日から施行・適用となりま

す。 

 つきましては、その概要について下記のとおりお知らせいたしますので、改正内容に

ついてご了知いただきますとともに、労働者派遣事業の適正な運営の確保のため、適

切なご対応を図っていただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

第１ 令和３年１月１日施行・適用の改正概要について 

１ 派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け 

（１）１月施行省令の概要 



派遣元事業主が派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し説明しなけれ 

ばならない事項として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の 

保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号。以下「法」という。）第 30 条の２第 

１項の規定による教育訓練及び同条第２項の規定による援助の内容を追加する 

こと。【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する 

法律施行規則（昭和 61 年労働省令第 20 号。以下「施行規則」という。）第 25 条 

の 14 第２項第４号】 

 

（２）１月適用告示の概要 

（１）の改正に伴い、派遣元事業主が講ずべき派遣労働者に対するキャリアアッ 

プ措置として、派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、 

労働契約の締結時までに教育訓練計画を説明しなければならないこととすること。 

また、派遣元事業主は、当該教育訓練計画に変更があった場合は、その雇用す 

る派遣労働者に対し、速やかにこれを説明しなければならないこと。【派遣元事業 

主が講ずべき措置に関する指針（平成 11 年労働省告示第 137 号。以下「派遣元 

指針」という。）第２の８（５）ロ】 

 

２ 労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成（１月施行省令） 

施行規則第 21 条第３項に基づき、書面により作成することとされている労働者派 

遣契約について、電磁的記録により作成することも認めること。【厚生労働省の所管 

する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の 

技術の利用に関する省令（平成 17 年厚生労働省令第 44 号）別表第２】 

 

３ 派遣先における派遣労働者からの苦情の処理（１月適用告示） 

派遣先が、派遣労働者の苦情の処理を行う際の留意点として、特に、法の規定 

により、派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用する事業者とみなして適用 

する労働関係法令上の義務に関する苦情等については、誠実かつ主体的に対応 

しなければならないこと。【派遣先が講ずべき措置に関する指針（平成 11 年労働省 

告示第 138 号）第２の７（２）】 

 

４ 日雇派遣における労働者派遣契約の解除時の措置（１月適用告示） 

日雇派遣労働者に係る労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置として、 

派遣元事業主は、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、 

当該日雇派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の 

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等に基づく責任を果たすこと。【日雇派遣労 

働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関 

する指針（平成 20 年厚生労働省告示第 36 号）第２の５（２）】 

 



第２ 令和３年４月１日施行・適用の改正概要について 

１ 雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等（４月施行省令） 

派遣元事業主は、法第 30 条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用す 

る場合を含む。）の規定による雇用安定措置を講ずるに当たっては、特定有期雇用 

派遣労働者等（同条第１項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。）から、 

当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する当該措置の内容を聴取しなければな 

らないこと。【施行規則第 25 条の２第３項】  

派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等から聴取した内容を、派遣元管 

理台帳に記載しなければならないこと。【施行規則第 31 条第 10 号】 

 

２ マージン率等のインターネットでの情報提供 

（１）４月施行省令の概要 

法第 23 条第５項の規定による情報提供は、インターネットの利用その他の適 

切な方法により行わなければならないものとすること。【施行規則第 18 条の２第１ 

項】 

 

（２）４月適用告示の概要 

派遣元事業主は、法第 23 条第５項の規定による情報提供に当たっては、マー 

ジン率及び協定の締結の有無等の情報に限らず、情報提供の義務がある全ての 

情報について、常時インターネットの利用により、広く関係者、とりわけ派遣労働 

者に必要な情報を提供することを原則とすること。【派遣元指針第２の 16】 

 

 

 

熊本労働局職業安定部 

職業安定課需給調整事業室 

０９６－２１１－１７３１ 
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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣

労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書

面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
働
省
の

所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
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労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
待
遇
に
関
す
る
事
項
等
の
説
明
）

（
待
遇
に
関
す
る
事
項
等
の
説
明
）

第
二
十
五
条
の
十
四

（
略
）

第
二
十
五
条
の
十
四

（
略
）

２

法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

２

法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
及
び
同
条
第
二
項

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
る
援
助
の
内
容
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（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営

第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営

（
新
設
）

の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護

る
書
面
の
記
載

の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
記
載

に
よ
る
書
面
の
記
載

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



- 6 -

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



- 1 -

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
三
条
第
五
項
、
第
三
十
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三

十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省

令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
情
報
提
供
の
方
法
等
）

（
情
報
提
供
の
方
法
等
）

第
十
八
条
の
二

法
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
イ

第
十
八
条
の
二

法
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
事

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

業
所
へ
の
書
類
の
備
付
け
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

な
い
。

法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
法
第
三
十
条
の
措
置
の
実
施
の
方
法
）

（
法
第
三
十
条
の
措
置
の
実
施
の
方
法
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

派
遣
元
事
業
主
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
に

当
た
つ
て
は
、
特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
当
該
特
定

有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
が
希
望
す
る
当
該
措
置
の
内
容
を
聴
取
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
五
の
三

法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

第
二
十
五
の
三

法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
の
居
住
地
、
従
前
の
職
務
に
係
る
待

項
は
、
特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
有
期
雇
用

遇
そ
の
他
派
遣
労
働
者
の
配
置
に
関
し
て
通
常
考
慮
す
べ
き
事
項
と
す
る
。

派
遣
労
働
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
居
住
地
、
従
前
の
職
務
に
係
る

待
遇
そ
の
他
派
遣
労
働
者
の
配
置
に
関
し
て
通
常
考
慮
す
べ
き
事
項
と
す
る

。

（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
三
十
一
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
内
容

（
新
設
）

十
一
・
十
二

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）



- 4 -

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
六
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十

八
号
）
第
四
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
等
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
の
一
部
改
正
）

第
一
条

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
福
祉
の
増
進
等

八

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
福
祉
の
増
進
等

㈠
～
㈣

（
略
）

㈠
～
㈣

（
略
）

㈤

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
措
置

㈤

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
措
置

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
よ
う
と
す
る
労

ロ

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
よ
う
と
す
る
労

働
者
に
対
し
、
労
働
契
約
の
締
結
時
ま
で
に
教
育
訓
練
計
画
を
説
明

働
者
に
対
し
、
労
働
契
約
の
締
結
時
ま
で
に
教
育
訓
練
計
画
を
周
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
元
事
業
主
は
、
当
該
教

す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
元
事
業
主
は
、
当
該
教
育
訓

育
訓
練
計
画
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働

練
計
画
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
に

者
に
対
し
、
速
や
か
に
こ
れ
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

対
し
、
速
や
か
に
こ
れ
を
周
知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

㈥
～
㈩

（
略
）

㈥
～
㈩

（
略
）

九
～
十
六

（
略
）

九
～
十
六

（
略
）
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（
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
の
一
部
改
正
）

第
二
条

派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置

第
二

派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

適
切
な
苦
情
の
処
理

七

適
切
な
苦
情
の
処
理

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

苦
情
の
処
理
を
行
う
際
の
留
意
点
等

㈡

苦
情
の
処
理
を
行
う
際
の
留
意
点
等

派
遣
先
は
、
派
遣
労
働
者
の
苦
情
の
処
理
を
行
う
に
際
し
て
は
、
派

派
遣
先
は
、
派
遣
労
働
者
の
苦
情
の
処
理
を
行
う
に
際
し
て
は
、
派

遣
先
の
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
上
の
使

遣
先
の
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
上
の
使

用
者
性
に
関
す
る
代
表
的
な
裁
判
例
や
中
央
労
働
委
員
会
の
命
令
に
留

用
者
性
に
関
す
る
代
表
的
な
裁
判
例
や
中
央
労
働
委
員
会
の
命
令
に
留

意
し
、
特
に
、
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
派
遣
先
の

意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
先
は
、
派
遣
労
働
者
の
苦
情
の
申
出
を
受

事
業
を
派
遣
中
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
と
、
労
働
者
派
遣
法
第
四

け
る
者
、
派
遣
先
に
お
い
て
苦
情
の
処
理
を
行
う
方
法
、
派
遣
元
事
業

十
五
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
派
遣
先
の
事
業
を
行
う
者
を

主
と
派
遣
先
と
の
連
携
の
た
め
の
体
制
等
を
労
働
者
派
遣
契
約
に
お
い

派
遣
中
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
者
と
、
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
七

て
定
め
る
と
と
も
に
、
派
遣
労
働
者
の
受
入
れ
に
際
し
、
説
明
会
等
を

条
の
二
か
ら
第
四
十
七
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
派
遣
の
役

実
施
し
て
、
そ
の
内
容
を
派
遣
労
働
者
に
説
明
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、

務
の
提
供
を
受
け
る
者
を
派
遣
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
と
み
な
し

派
遣
先
管
理
台
帳
に
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
年
月
日
、
苦
情
の
内
容
及

て
労
働
関
係
法
令
を
適
用
す
る
事
項
に
関
す
る
苦
情
に
つ
い
て
は
、
誠

び
苦
情
の
処
理
状
況
に
つ
い
て
、
苦
情
の
申
出
を
受
け
、
及
び
苦
情
の

実
か
つ
主
体
的
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
先

処
理
に
当
た
っ
た
都
度
、
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
派
遣
元

は
、
派
遣
労
働
者
の
苦
情
の
申
出
を
受
け
る
者
、
派
遣
先
に
お
い
て
苦

事
業
主
に
通
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
労
働
者
か
ら
苦
情
の
申
出
を

情
の
処
理
を
行
う
方
法
、
派
遣
元
事
業
主
と
派
遣
先
と
の
連
携
の
た
め

受
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
不
利
益
な

の
体
制
等
を
労
働
者
派
遣
契
約
に
お
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
派
遣
労

取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

働
者
の
受
入
れ
に
際
し
、
説
明
会
等
を
実
施
し
て
、
そ
の
内
容
を
派
遣

労
働
者
に
説
明
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
派
遣
先
管
理
台
帳
に
苦
情
の
申

出
を
受
け
た
年
月
日
、
苦
情
の
内
容
及
び
苦
情
の
処
理
状
況
に
つ
い
て

、
苦
情
の
申
出
を
受
け
、
及
び
苦
情
の
処
理
に
当
た
っ
た
都
度
、
記
載

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
派
遣
元
事
業
主
に
通
知
す
る
こ
と
。
ま

た
、
派
遣
労
働
者
か
ら
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

八
～
十
八

（
略
）

八
～
十
八

（
略
）
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（
日
雇
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
等
を
図
る
た
め
に
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針

の
一
部
改
正
）

第
三
条

日
雇
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
等
を
図
る
た
め
に
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る

指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 7 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

日
雇
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

第
二

日
雇
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

労
働
者
派
遣
契
約
の
解
除
に
当
た
っ
て
講
ず
べ
き
措
置

五

労
働
者
派
遣
契
約
の
解
除
に
当
た
っ
て
講
ず
べ
き
措
置

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
契
約
の
契
約
期
間
が

㈡

派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
は
、
労
働
者
派
遣
契
約
の
契
約
期
間
が

満
了
す
る
前
に
日
雇
派
遣
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
以
外
の
事
由

満
了
す
る
前
に
日
雇
派
遣
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
以
外
の
事
由

に
よ
っ
て
労
働
者
派
遣
契
約
の
解
除
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
互
い
に

に
よ
っ
て
労
働
者
派
遣
契
約
の
解
除
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
互
い
に

連
携
し
て
、
当
該
派
遣
先
の
関
連
会
社
で
の
就
業
の
あ
っ
せ
ん
等
に
よ

連
携
し
て
、
当
該
派
遣
先
の
関
連
会
社
で
の
就
業
の
あ
っ
せ
ん
等
に
よ

り
、
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
に
係
る
日
雇
派
遣
労
働
者
の
新
た
な
就
業

り
、
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
に
係
る
日
雇
派
遣
労
働
者
の
新
た
な
就
業

機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
派
遣
元
事
業
主
は
、
当
該
労

機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

働
者
派
遣
契
約
の
解
除
に
当
た
っ
て
、
新
た
な
就
業
機
会
の
確
保
が
で

き
な
い
場
合
は
、
ま
ず
休
業
等
を
行
い
、
当
該
日
雇
派
遣
労
働
者
の
雇

用
の
維
持
を
図
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
休
業
手
当
の
支
払
等
の
労

働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
等
に
基
づ
く
責
任
を

果
た
す
こ
と
。

㈢
・
㈣

（
略
）

㈢
・
㈣

（
略
）

第
五

日
雇
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
就
業
条
件
等
の
明
示

第
五

日
雇
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
就
業
条
件
等
の
明
示

一

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
基
準
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
雇

一

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号

派
遣
労
働
者
と
の
労
働
契
約
の
締
結
に
際
し
、
労
働
契
約
の
期
間
に
関
す

）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
雇
派
遣
労
働
者
と
の
労
働
契
約
の
締

る
事
項
、
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
に
関
す
る
事
項
、
労
働
時

結
に
際
し
、
労
働
契
約
の
期
間
に
関
す
る
事
項
、
就
業
の
場
所
及
び
従
事

間
に
関
す
る
事
項
、
賃
金
に
関
す
る
事
項
（
労
使
協
定
に
基
づ
く
賃
金
の

す
べ
き
業
務
に
関
す
る
事
項
、
労
働
時
間
に
関
す
る
事
項
、
賃
金
に
関
す

一
部
控
除
の
取
扱
い
を
含
む
。
）
及
び
退
職
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

る
事
項
（
労
使
協
定
に
基
づ
く
賃
金
の
一
部
控
除
の
取
扱
い
を
含
む
。
）

書
面
の
交
付
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二

及
び
退
職
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
の
交
付
（
労
働
基
準
法
施
行

十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
各
号
に

規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
た
だ
し

掲
げ
る
方
法
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
明
示
を
確
実
に
行
う
こ
と

書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
ま
た
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
も
、
書
面
の
交
付
に
よ
り
明
示

。
）
に
よ
る
明
示
を
確
実
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
に

を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

つ
い
て
も
、
書
面
の
交
付
に
よ
り
明
示
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
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二

（
略
）

二

（
略
）
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
七
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十

八
号
）
第
四
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表

の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

情
報
の
提
供

十
六

情
報
の
提
供

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
及
び
派
遣
先
が
良
質
な
派
遣
元
事
業

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
及
び
派
遣
先
が
良
質
な
派
遣
元
事
業

主
を
適
切
に
選
択
で
き
る
よ
う
、
労
働
者
派
遣
の
実
績
、
労
働
者
派
遣
に

主
を
適
切
に
選
択
で
き
る
よ
う
、
労
働
者
派
遣
の
実
績
、
労
働
者
派
遣
に

関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
か
ら
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
額
の
平
均
額
を

関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
か
ら
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
額
の
平
均
額
を

控
除
し
た
額
を
当
該
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
で
除
し

控
除
し
た
額
を
当
該
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
で
除
し

て
得
た
割
合
、
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の

て
得
た
割
合
（
以
下
こ
の
十
六
に
お
い
て
「
マ
ー
ジ
ン
率
」
と
い
う
。
）

四
第
一
項
の
協
定
を
締
結
し
て
い
る
か
否
か
の
別
並
び
に
当
該
協
定
を
締

、
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の

結
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
範
囲
及
び
当
該
協

協
定
を
締
結
し
て
い
る
か
否
か
の
別
並
び
に
当
該
協
定
を
締
結
し
て
い
る

定
の
有
効
期
間
の
終
期
等
の
情
報
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
常
時
イ
ン
タ
ー

場
合
に
お
け
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
範
囲
及
び
当
該
協
定
の
有
効
期

ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
、
広
く
関
係
者
、
と
り
わ
け
派
遣
労
働
者
に
必
要

間
の
終
期
（
以
下
こ
の
十
六
に
お
い
て
「
協
定
の
締
結
の
有
無
等
」
と
い

な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
労
働
者
派
遣
の

う
。
）
等
に
関
す
る
情
報
を
事
業
所
へ
の
書
類
の
備
付
け
、
イ
ン
タ
ー
ネ

期
間
の
区
分
ご
と
の
雇
用
安
定
措
置
を
講
じ
た
人
数
等
の
実
績
及
び
教
育

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
。
特
に
、
マ

訓
練
計
画
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方

ー
ジ
ン
率
及
び
協
定
の
締
結
の
有
無
等
の
情
報
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
常

法
に
よ
り
関
係
者
に
対
し
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
広
く
関
係
者
、
と
り
わ
け
派
遣
労
働

者
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
労
働

者
派
遣
の
期
間
の
区
分
ご
と
の
雇
用
安
定
措
置
を
講
じ
た
人
数
等
の
実
績

及
び
教
育
訓
練
計
画
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
り
関
係
者
に
対
し
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ

と
。




